
未来の笑顔は、今日の歯磨きから
※詳細は 4 ページをご覧ください。

（令和7年度健康標語最優秀賞作品）

白い歯で こぼれる笑顔  いつまでも
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政策公約一覧

政策企画課　☎ 888-1111（内線 736・290）

各公約の達成基準、取組状況と今後の展開については、町公共施設で配布の冊子版または、
町ホームページでご案内しています。（右の二次元コードからご覧ください）。

項目 公約名 達成率

0.SDGs の推進 達成済み

広
聴
広
報

1. 町長と語る会の推進 73％

2. 町民討議会の開催 達成済み

3. 二所ノ関部屋との連携 達成済み

4. プロモーション事業の拡充 達成済み

5. あみメールの登録促進 達成済み

財
政
I
T
化

6. 基金積立ての推進 達成済み

7. ふるさと納税の拡充 達成済み

8. 地域予算の拡充 達成済み

9.DX の推進 達成済み

10. テレワークの推進 達成済み

子
育
て

11. 子育て支援総合センターの建設 達成済み

12. 第 3 子からの誕生祝い金（20 万円） 達成済み

13. 子育て支援アプリの導入 達成済み

14. 待機児童ゼロ 達成済み

15. 放課後児童クラブの拡充 達成済み

人
材
育
成

16. 高校生会の新設 達成済み

17. あみ未来塾の創設 達成済み

18. 人材育成基金の有効活用 達成済み

学
校
教
育

19. 中学校新入生へのお祝い事業 達成済み

20. 中学校 1 校へエレベーターの設置 達成済み

21. 通学区域の再検討 達成済み

22. 英語教育の推進 達成済み

23. 読書意欲の向上 達成済み

24. 給食費第 2 子以降の無料化 達成済み

25. いじめ・不登校の根絶 達成済み

26. 小学校教室等の LED 化 達成済み

27. 教職員の働き方改革推進 達成済み

文
化

28. 町史の編纂 達成済み

29. 戦跡の保全 達成済み

30. 伝統芸能の継承 達成済み

項目 公約名 達成率

健
康

31. 総合保健福祉会館さわやかセンターの再整備 達成済み

32. 新型コロナワクチン接種の完結 達成済み

33. 健康づくり事業の推進 達成済み

福
祉

34. 子ども食堂の拡充 達成済み

35. 移動販売の拡充 達成済み

36. 児童虐待の根絶 達成済み

37. 単身高齢者宅へのエアコン整備補助金の創設 達成済み

38. 障がい者の就労拡充 達成済み

39. シルバー世代の就労拡充 達成済み

40. 単身高齢者のごみ出し支援 達成済み

産
業

41. 特産品の開発と 6 次産業化 達成済み

42. 廃校の利活用 達成済み

43. 牛久阿見 IC 周辺開発促進 達成済み

44. 公共交通の整備促進 達成済み

45. 町内企業と町民の就活支援 達成済み

46. 移住・定住の促進 達成済み

観
光

47. 観光協会の法人化 達成済み

48. 観光事業の推進 達成済み

49. 農業体験事業の促進 達成済み

環
境

50. 温室効果ガス排出量の削減 達成済み

51. ごみの減量化 達成済み

52. 食品ロスへの取組み強化 達成済み

53. ふれあいの森の再整備 達成済み

54. 環境学習の推進 達成済み

安
心
安
全

55. 自主防災組織の拡充 78％

56. 県外自治体との災害協定の締結 達成済み

57. 土砂災害警戒区域指定の促進 達成済み

58. 消防団員の確保と待遇改善 達成済み

59. 災害対策用資機材等の整備拡充 達成済み

60. 防犯カメラ設置の推進 達成済み

新規

新規 ：第 2 期から
新たに実施した事業 拡充 ：第 1 期から実施してきた取り組みを、

さらに拡張・充実させる事業
：令和 7 年 9 月末から

令和 8 年 3月末で新たに達成した事業

拡充

→

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

新規

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

拡充

阿見町政策実現プラン

町長の第２期政策公約を実現するための具体的な事業内
容と、その達成・進捗状況等を、町民の皆さまに分かりやす
くお知らせしていくために、「政策実現プラン」として取りま
とめ、定期的に更新しながら公表するものです。

「未来に責任を持てる魅力あるまちづくり」を実現するた
めの12項目60の政策公約に、全ての公約に深く関わる

「SDGsの推進」を上位に置いた構成です。期間は町長２
期目の任期となる令和４年度から令和７年度までです。
現在、第3期の公約を実現するための新たな政策実現プラ
ンを策定しています。今後は特集ページで、より詳しく、分か
りやすくお伝えします。

59事業を達成し、達成・進捗率は99.2％となりました

令和
4年度

令和
5年度

令和
6年度

令和
7年度 達成！

「阿見町政策実現プラン」とは

令和4年度以降に実現した主な政策

達成済み 59事業

50%以上進捗 61事業

達成・進捗率 99.2%

令和5年9月、あみ未来塾を開講しました！

令和7年4月から第２子以降の給食費を無料化！ 令和8年4月、あみ子育て支援センター開所！

外観

内観

https://www.town.ami.lg.jp/0000005947.html


44　　広報あみ 6 月号通常版　2026.5.22広報あみ 6 月号通常版　2026.5.22 広報あみ 6 月号通常版　2026.5.22広報あみ 6 月号通常版　2026.5.22  5

歯周病の所見がある者の
割合の推移
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虫歯を有する者の
割合の推移
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健康づくり課　☎ 888-2940健康づくり課　☎ 888-2940

歯と口の健康は全身の健康に影響しています

歯周疾患検診を受けましょう！

歯の本数が多いほど、健康寿命が長く認知症の発症や要介護認定のリスクも低いことが明らかになっています。
歯を失い、入歯も入れていない人は、歯が 20 本以上残っている人や、歯がほとんどなくても入れ歯により噛
み合わせが回復している人と比較して、認知症の発症リスクが最大 1.9 倍、転倒するリスクが 2.5 倍に上がって
しまうそうです。また、歯の本数が少ないことで噛む力が弱くなると、全身の栄養不足や体力低下を招き、要介
護につながる危険性が高くなります。

農林水産省では毎年 6 月を「食育月間」、毎月 19 日を「食育の日」と定め、食育推進運動を重点的に
実施しています。私たちが生きていく上で欠かすことのできない習慣といえば「食べること」です。健康
で心豊かに生活するためには、食に関する知識を身につけ、健全な食生活を実践できる力を育むことが
大切です。この機会に「食」について考えてみましょう！

6 月は雨の日が多く、気温と湿度が高くなる日が増えてきます。天候不順で人の体力が落ちてくる一
方で、食中毒の原因になる細菌にとっては活発に動く条件がそろっています。いつも以上に食中毒予
防を意識しながら、換気や手洗い、手指の清潔など衛生対策をしっかり継続していきましょう。

料理の本を読む

料理をするときや食べる前に
はせっけんでよく手を洗いま
しょう

生で食べるもの以外は十分
に加熱してから食べましょう

・料理を室温のまま長時間放置しないよ
うにしましょう

・調理器具、食器、ふきんなどはきれい
に洗い、素早く乾燥させましょう

食事のあいさつを
しっかりする

食品の栄養成分
表示を確認する

料理をする

8020 運動をご存じでしょうか？
これは “80 歳になっても、20 本以上自
分の歯を保とう” というものです。厚生
労働省の調査によると、80 歳で 20 本
以上の歯を有する者の割合は毎年上昇し
ており、令和 6 年の調査では過去最高の
61.4％となっています。これはとても良
い結果なのですが、自分の歯の本数が増
えている反面、虫歯や歯周病の所見があ
る高齢者の割合も増えてしまっているので
す。（歯科疾患状況調査より）

歯周病は症状がないまま進行するため、気づいたときには歯が抜けてしまうということになりかねません。
予防のためには、以下の点に気をつけましょう。

右の二次元コードから正しい歯磨きについて改めて確認してみましょう

・禁煙：ニコチンは歯ぐきの血行を悪くし、歯周病を悪化させるため、禁煙が最も重要です！
・食事：よく噛んで食べ、ダラダラ食べを控えましょう。また、ビタミン類や大豆製品など免疫力を高める

食事を意識しましょう。
・健康管理：ストレスをためず、十分な睡眠をとることで免疫力を高めましょう！

20・30・40・50・60・70 歳※の方を対象に歯周疾患検診の助成を行っております。
※令和 9 年 3 月 31 日時点での到達年齢
対象者には、5 月末に受診券を郵送します。詳細は町のホームページをご覧ください。

～6月4日～10日は「歯と口の健康週間」です～

歯周病は歯を失う原因第１位！

歯と口の健康を維持して
健康長寿！！

高齢者の歯科口腔の現状

1 毎日の正しい歯磨き

3 生活習慣の改善

2 歯科医院でのプロフェッショナルケア

こんなことも「食育」です！

衛生に気を付けましょう

１. つけない ３. やっつける２. ふやさない

食中毒予防3原則

6月は食育月間！
毎月19日は食育の日です！

https://www.jda.or.jp/park/prevent/index08_04.html
https://www.town.ami.lg.jp/0000014260.html
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/gekkan/
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腹部超音波検診・大腸がん検診（集団健診）
　　　　申し込みを受け付けます

・例年、検診の初日・二日目・早い時間帯は申込者が殺到します。希望日時が申込者多数の場合、
事前の連絡なく希望日時以外でご案内致しますので、了承の上お申し込みください。先着順ではありません。

・郵送の際、ご家族・ご友人等で同じ検診日時を希望する場合は一つの封筒に入れてお申し込みください。
・乳がん・子宮がん検診や総合健診で「大腸がん検診」を受診した方は重複してお申し込みはできません。

①来館：健康づくり課（総合保健福祉会館「さわやかセンター」内）の窓口で申し込む
②郵送：下の申込用紙に必要事項を記入して郵送で申し込む
（〒 300-0331 阿見町阿見 4671 番地 1
総合保健福祉会館「さわやかセンター」阿見町　健康づくり課）

③インターネット：右の二次元コードを読み取るか、阿見町公式ホームページから
　『腹部超音波検診』と検索し申し込み画面にアクセスする

健康づくり課　☎ 888-2940 健康づくり課　☎ 888-2940

健康づくり課　☎ 888-2940

検診名 対象年齢 検査内容 自己負担額

腹部超音波検診
40 歳以上

肝臓・胆のう・すい臓・腎臓・ひ臓の超音波検査
※がんをはじめ、臓器の肥大や萎縮の有無などを検査します 1,200 円

大腸がん検診 免疫便潜血検査（検便 2 日分） 300 円

◆ 検診項目  （対象年齢は令和 9 年 3 月 31日時点の年齢）

◆ 申し込みの注意事項  （必ずお読みください）

◆ 申込方法  ①～③のいずれかの方法でお申し込みください

▲
申込用二次元コードはこちら

Ｒ8腹部超音波検診・大腸がん検診申込用紙

氏名 生年月日

電話番号 住所

※希望する検診項目、日時に〇をつけてください　複数選択可

検診項目
腹部超音波検診

日程

9/7（月）

さわやかセンター大腸がん検診 9/8（火）

9/9（水）

時間

8:00 ～ 8:45　　のあいだ 9/11（金） 本郷ふれあいセンター

9:00 ～ 9:45　　のあいだ 9/14（月）

さわやかセンター10:00 ～10:45　のあいだ 9/29（火）

11:00 ～11:45　  のあいだ 9/30（水）
【自由記載欄】日程・受付時間について配慮を求めたい場合はこちらに記入してください

元気アっプ！リいばらきを使って
健康づくりに取り組みましょう！

茨城県公式健康推進アプリ「元気アっプ！リいばらき」では、ウォー
キングや健診の受診、減塩、禁煙など、アプリ内で健康づくりの
取り組みによりポイントが付与されます。ポイン
トを集めると県産品などが当たる抽選に応募す
ることができます。さらに、阿見町では条件を
達成した方に景品をお渡ししています。今日か
らみんなで健康づくり習慣を始めましょう！

たばこの煙には約 5,300 種類の化学物質、約 70 種類の発が

ん性物質が含まれています。「受動喫煙」により、喫煙者本人だ

けでなく、たばこを吸っていない家族や周囲の人にも発がん率の

上昇や呼吸器疾患、生活習慣病の発症などリスクが上がります。

たばこを吸うときは屋内でも家庭でも配慮をお願いします。

阿見町限定の景品（町民限定、先着順）

「元気アっプ！リいばらき」をインストール

❶ 2,000 ポイント貯める
＋

❷ 町や職場の健診、人間ドック等でがん検診※ 1

を 1つ以上受ける
※1 胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん・子宮がん検診のいずれか

↓
健康づくり課窓口で、

アプリ画面で 2,000 ポイントの確認と、
今年のがん検診受診状況が確認できるもの
（結果等）を提示して記念品を受け取る

新しくボトルも追加されました！
どちらか 1つプレゼントします！

Andoroid 用

町の受動喫煙対策

iPhone 用

厚生労働省の
受動喫煙対策

望まない受動喫煙をなくそう

5 月 31日 から6 月 6 日は 

「 禁煙週間 」です。

申込締切 6 月 30日（火） ※必着

※コピーしてお使いください

https://www.town.ami.lg.jp/0000010091.html
https://apply.e-tumo.jp/town-ami-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=82698
https://www.town.ami.lg.jp/0000007902.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ibaraki.health.care.point
https://apps.apple.com/jp/app/%E5%85%83%E6%B0%97%E3%82%A2%E3%81%A3%E3%83%97-%E3%83%AA%E3%81%84%E3%81%B0%E3%82%89%E3%81%8D/id1447809183
https://www.town.ami.lg.jp/0000001111.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
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阿見町商工会　☎ 887-0552 　商工観光課　☎ 888-1111（内線 372）

詳細が決まり次第、商工会ホームページやあみメールでお知らせします。
※ 開催までに内容が変更になる場合があります。

学校給食センター　☎ 887-1430

防災危機管理課防災係　☎ 888-1111（内線 277）

河川氾濫 大　　雨 土砂災害 高　　潮
警戒レベル
5 相当

レベル 5
氾濫特別警報

レベル 5
大雨特別警報

レベル 5
土砂災害特別警報

レベル 5
高潮特別警報

警戒レベル
4 相当

レベル 4
氾濫危険警報

レベル 4
大雨危険警報

レベル 4
土砂災害危険警報

レベル 4
高潮危険警報

警戒レベル
3 相当

レベル 3
氾濫警報

レベル 3
大雨警報

レベル 3
土砂災害警報

レベル 3
高潮警報

警戒レベル
2

レベル 2
氾濫注意報

レベル 2
大雨注意報

レベル 2
土砂災害注意報

レベル 2
高潮注意報　　　　

警戒レベル
1 早期注意情報

大雨、台風今から
備えよう！

令和 8 年 5 月下旬より、河川氾濫や大雨、土砂災害、高潮に関する避難情報が、
5 段階の警戒レベルで発表されます。
これまで警戒レベルとの対応が複雑で分かりにくい部分が改善され、
避難の判断がしやすくなります。これから梅雨や台風の時期を迎えますので、
避難経路の確認や非常持出袋の準備など、日頃から備えておきましょう。

町では、保護者の皆様の経済的負担を軽減し、子育て世帯の負担軽減を図るため、令和 8 年度の学校給食費を完全無償化
いたします。本施策は、物価高騰の影響を受ける中にあっても、子どもたちが安心して学校生活を送り、健やかに成長でき
る環境を支えることを目的としたものです。なお、中学生分の無償化につ
きましては、国の経済対策である「物価高騰対応重点支援地方創生臨時
交付金」を活用しており、現時点では令和 8 年度限りの措置となります。
令和 9 年度以降につきましては、引き続き子育て支援の充実に向け検討
してまいります。

気象庁「防災気象情報」から引用

◀気象庁
　「防災気象情報」

令和 8 年 5 月下旬より
「防災気象情報」

が変わります。

学校給食費を無償化します令和 8 年度 の 

対　象　者
町立小中学校に在籍する児童生徒

※就学援助制度で要保護（児童生徒）、準要保護（生徒）に認定された方は、当該制度に基づき措置されます。

手　続　き
保護者の皆様のお手続きは不要です

※令和 8 年 3 月 31 日までの学校給食費は、この無償化の対象外です。未納がある場合は至急お支払いください。

令和 7 年度
高校生以下の第 2 子以降を無償化
第 1子のみ保護者費用負担あり

令和 8 年度
児童生徒分を無償化

保護者の費用負担なし

阿見町ホームページ
▼
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https://www.town.ami.lg.jp/0000016197.html
https://www.town.ami.lg.jp/0000010709.html
https://ami-shoko.com/info-cat/event/
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/keiho-update2026/index.html
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廃棄物対策課（霞クリーンセンター内）　☎ 889-0091

～廃棄物の不法投棄・残土の無許可埋立て～

注意！あなたの土地が　　　狙われています
あなたの土地、狙われているかもしれません

町内において、無許可による土砂の埋立や産業廃棄物の不法投棄が発生しています。
不法投棄はさせないことが大切です。悪質な業者等から遊休地等の土地利用を求められ、安易に同意してしまうと、大切
な土地に廃棄物を不法投棄されたり、質の良くない土砂を短期間で大量に埋め立てられてしまいます。こうした被害を防ぐ
ためには、「土地の有効活用の話があっても、安易に土地を貸さない」という意思を持つことが必要です。
私有地に不法投棄されたごみを町で回収することはできないため、不法投棄等の行為者が不明、もしくは撤去しない場合
は土地所有者や管理者が自ら撤去・処分することになってしまいます。空き地・山林・休耕地など、人の目が届きにくい土地は、
特に狙われる傾向がありますので、以下のような防止対策を行いましょう。

不法投棄・不適正残土埋め立ての防止対策

●土地の有効活用の話があっても安易に土地を貸さない。
●自分だけで判断せず、周りに相談する。
●必要な許可を受けているか等、不審な点は町や県に相談する。
●相手方や事業の内容をきちんと確認し、不明な点は書面で提出させる。
●契約は、内容を理解したうえで、必ず書面で結ぶ。
●近隣にお住まいの方と協力し合い、不審者や見慣れない車などに目を光らせ、
　情報を共有する。
●敷地周囲に柵・ネット・ロープなどの囲いを設け、侵入防止策をとる。
●所有地にこまめに足を運び状況確認を行う。
●定期的に所有地の草刈りや枝払いをして視界を広くし、清潔にする。

野焼き・不法投棄・大量の土砂の埋め立て等を見つけたら不法投棄110 番（☎ 0120-536-380）へ
▽受付時間：平日8：３０～１７：１５です。※受付時間外は牛久警察署まで。
▽お問い合わせ：▼牛久警察署　☎８７１-０１１０　▼県廃棄物規制課☎０２９-301-3035
▼町廃棄物対策課（霞クリーンセンター内）☎８８９-０091

阿見町公式 LINEを用いた不法投棄の通報について

阿見町公式 LINEの異常通報機能を利用して不法投棄の通報を行うことができます。
主に阿見町が管理する土地や道路への不法投棄について、情報提供をお願いします。

昨年度発生した不法投棄

※右の「不法投棄禁止看板」
等の看板が必要な方は、町
廃棄物対策課までお問い
合わせください。

阿見町地域包括支援センター 阿見町社会福祉協議会  阿見町総合保健福祉会館（さわやかセンター）内　☎ 887-8124

町民活動課 男女共同参画室　☎ 888-1111（内線 271）

配偶者や恋人からの暴力に悩んでいませんか？
ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）とは？

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）は犯罪であり、人間の尊厳をおとしめる行為です。一般に親密といわれる関係に
ある人（配偶者、事実婚のパートナー、恋人など）から受ける暴力のことを言います。町ではこれらの認識を深めるた
めの啓発活動を行うとともに、町民活動課・社会福祉課・高齢福祉課・おやこ支援課・町民課・健康づくり課・教育委
員会指導室・社会福祉協議会（地域包括支援センター、基幹相談支援センター）・社会福祉法人等が相談窓口となり、
情報を共有しながら連携をとって対応しています。また、警察・県女性相談センター・児童相談所等の関係機関と協力し、
さまざまな問題について相談をお受けしています。『一人で悩まず、まずはご相談ください。』

町の令和 7 年度虐待・ＤＶ等の相談状況について、「阿見町児童虐待、
障害者虐待及び高齢者虐待並びに配偶者等からの暴力等の防止に関す
る条例」に基づき、町ホームページで相談状況について公表しています。

国では「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日である平成 11 年 6 月 23 日を踏まえ、平成 13 年度から
毎年 6 月 23 日から 29 日までの一週間を「男女共同参画週間」として、さまざまな取り組みを通じ、男女共
同参画社会基本法の目的や基本理念について理解を深めることを目指しています。町では 6 月 23 日から 28
日まで、中央公民館 1 階ロビーで男女共同参画パネル展を開催いたします。ぜひお越しください。

高齢者の困りごとに対して、介護福祉の観点から
生活全般や、介護のこと全般についての相談に
対応します。

高齢者虐待の早期発見、成年後見制度に関する
相談・利用支援を行い、高齢者の権利を守り、
安心して生活できるよう支援します。

要支援 1・2 と認定された方や事業対象者の方の
介護予防ケアプランの作成や、介護予防サービス
の利用調整を行います。

高齢者の方が、住み慣れた地域で暮らすことがで
きるよう、地域のケアマネジャーに対する支援や
地域の関連機関（医療・保健・福祉）とのネットワー
クづくりに力をいれています。

地域包括支援センターは、
　高齢者に関する介護・福祉など
　　総合的な相談に応じる機関です！

保健師・主任ケアマネジャー・社会福祉士が連携し、高齢者の皆さんの生活を支えます。

介護や日常生活全般の相談

権利を守ること

介護予防サービスの利用を支援

暮らしやすい地域のために

https://www.town.ami.lg.jp/0000000470.html
https://www.town.ami.lg.jp/0000007454.html
https://www.town.ami.lg.jp/0000007036.html
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阿見町の給与・定員管理等を公表します
1　人件費と職員給与費等（令和 6 年度普通会計決算）

2　一般行政職の平均給与月額、初任給等の状況（令和 7 年 4 月 1 日現在）

（1）人件費の状況

（1）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況

（2）職員の初任給の状況

（3）ラスパイレス指数の状況（各年 4 月 1 日現在）

（2）職員給与費の状況

歳出額（A) 21,521,940 千円

人件費（B） 3,409,813 千円

人件費率（B/A） 15.8%

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額（国ベース）

阿見町 39.3 歳 303,400 円 374,086 円 327,058 円

茨城県 41.5 歳 330,500 円 424,109 円 377,342 円

国 41.9 歳 332,237 円 - 414,480 円

区分 大卒 高卒

阿見町 220,000 円 188,000 円

茨城県 225,600 円 194,500 円

国 220,000 円 188,000 円

職員数（A） 343 人

給与費

給料 1,262,461 千円

職員手当 221,938 千円

期末・勤勉手当 490,801 千円

計（B） 1,975,200 千円

一人あたり給与費（B/A） 5,759 千円

※人件費には特別職に支給される給料・
報酬等を含みます。

※1 職員手当には退職手当
を含みません。

　2 職員数は、令和 6 年 4
月 1日現在の人数です。
暫定再任用職員（短時
間勤務職員）、定年前
再任用短時間勤務職員
および会計年度任用職
員は含んでいません。

　3 給与費については、会
計年度任用職員は含ま
れていません。

※1「平均給料月額」とは、4 月 1日現在における基本給の平均です。
　2「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当・通勤手当・  

住居手当・時間外勤務手当などの全ての諸手当の額を合計したもので
あり、『地方公務員給与実態調査』において公表されているものです。
また、 「平均給与月額（国ベース）」は、比較のため、国家公務員と同
じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で算出しています。

　3 一般行政職は、国の区分に準じて税務職、看護・保健職、福祉職、
技能 労務職などを除いた職員です。

※1 職員数は一般職に属する職員数です。
　2 [     ] 内は、条例定数の合計です。

※ 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

※ラスパイレス指数とは、国家公務員と地方公務
員の給料を比較するときに使う統計上の指数で
す。国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月
額を 100 とした場合に、地方公務員の一般行
政職の給料水準を表しています。
職員構成を学歴別、経験年数別で区分し、地方
公共団体の職員構成が国の職員構成と同一と仮
定して算出します。地方公共団体の職員の学歴
別、経験年数別の平均給料月額に国の各区分の
職員数を乗じて得た総額（仮定給料総額）を国
の実俸給総額で除して得る、加重平均により算
出されます。
ラスパイレス指数が変動している主な要因として
は、採用・退職・経験年数階層の変動等により
職員構成が変動したことが挙げられます。

100

95

90
阿見町

97.7 97.2 97.4
98.1

97.5 97.4 97.4 97.5

県内市町村平均

R4 R5 R6 R7 R4 R5 R6 R7

3　職員数の状況

（1）部門別職員数の状況と主な増減理由（各年 4 月 1 日現在）

（2）職員数の推移

職員の給与状況は町ホームページでも公開しています。

職員数 対前年
増減数 主な増減理由

令和 6 年 令和 7 年

普
通
会
計
部
門

一 
般 
行 
政 
部 
門

議　　　会 5 5 0
総　　　務 103 114 11 温水プール整備事業対応、会計部門体制強化
税　　　務 22 25 3 税務体制強化
民　　　生 90 104 14 福祉事務所設置準備
衛　　　生 28 42 14 環境政策・空き家対策強化
農 林 水 産 12 13 1 農業振興体制強化
商　　　工 8 10 2 ふるさと納税推進強化
土　　　木 30 33 3 道路整備・管理対応

計 298 346 48 ＜参考＞	
人口 1 万人当たり職員数　　69.70 人	

教 育 部 門 45 52 7 生涯学習部門強化による増

小 　 計 343 398 55 ＜参考＞	
人口 1 万人当たり職員数　　80.17 人	

水 　 道 4 5 1 水道業務体制強化
下 水 道 10 11 1 下水道業務体制強化
そ の 他 17 17 0
小 　 計 31 33 2

合　　　計
374 

[453］
431

[463］
57 ＜参考＞	

人口 1 万人当たり職員数　　86.82 人

　
　
会
計
部
門

公
営
企
業
等

年度
部門別

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 過去 5 年間の増減
数（率）

一般行政 254 262 274 285 298 346 92 26.6%
教育 35 36 38 44 45 52 17 32.7%

普通会計計 289 298 312 329 343 398 109 27.4%
公営企業等会計計 28 29 28 29 31 33 5 15.2%

総合計 317 327 340 358 374 431 114 26.5%

年度
部門別

人事課　☎ 888-1111（内線 214）

総務省の指導のもと、各自治体ホームページで給与・定員などの公表が行われ、阿見町でも公式ホー
ムページで、指定の様式により公表しています。二次元コードから、またはトップページから、「町政
情報」→「施策・計画」→「人事・行政」→「阿見町の給与・定員管理等の公表」をご覧ください。

https://www.town.ami.lg.jp/0000000440.html
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商工観光課　☎ 888-1111（内線 372）

阿見町国際交流協会　☎ 888-1111（内線 273）

インターネットを介して不特定多数の人達から資
金を調達する仕組みです。「新事業を実施したい」、

「新商品を開発したい」という挑戦者（図左側）
がクラウドファンディングサイトで企画を公開し、

「事業を応援したい」「その商品が欲しい」と思う
人（図右側）から支援金を集めることが出来ます。
支援をしてくれた人には、商品・サービス・お礼
状等のリターンをお渡しします。

阿見町のホームページに町内の求人情報を掲載し
ていますので、お仕事を探している方は是非ご確
認ください。窓口でも求人情報を提供しています
ので、お気軽にご利用ください。なお、令和 8 年
4 月 6 日現在の情報になりますので、最新の情報
は町ホームページまたは窓口でご確認ください。

さまざまな業種・職種で 31件

無料で町ホームページおよび窓口等にて求人情報を
提供いたしますので、お気軽にお申し込みください。

資金調達だけでなく、PR・テストマーケティング・集客・販
売促進等のさまざまな効果が期待できます♪

お仕事をお探し中の皆様へ

町内の求人情報（ハローワーク）

求人情報の掲載は随時募集しています。

町内の求人情報（ハローワーク以外）

創業や新事業展開、販売促進等を行う事業者の皆さまへ
クラウドファンディングを活用して創業・新事業展開等を行う事業者等の皆さまを支援します。

補助金を活用してクラウドファンディングで資金調達等に挑戦してみませんか？

クラウドファンディングって？

概　要 町の魅力発信や産業の活性化を図るため、クラウドファンディングを活用して創業・新事業展開・新
商品開発等に取り組む事業者等を支援します

対象者

以下のいずれかに該当する者
●阿見町商工会
● 3 者以上の町民または事業者で組織する任意団体
●阿見町商工会、あみ観光協会、阿見町認定農業者連絡協議会に所属する事業者
※　同一の対象者による交付回数は、1 年度につき 1 回となります。

対象事業

以下の要件を全て満たす事業
●町の魅力を発信し、寄附型または購入型のクラウドファンディングで資金を調達する事業
●創業・新事業展開・新商品開発・販売促進等の事業
●町内で実施する事業または特産品、歴史等、町の地域資源を活用する事業
●申請年度の 2 月末日までにクラウドファンディングの資金調達が終了し、かつ、
　翌年度の 2 月末日までに実施する事業

対象経費
クラウドファンディングの実施に係る以下の経費

・クラウドファンディング運営事業者へ支払う利用手数料
・プロジェクトページの作成費用（記事作成／写真動画撮影等）
※国等から補助等を受ける場合、当該補助額を差し引いた額が対象となります。

補助上限額 ２０万円 補助率 １０／１０

新事業を実施したい！

①企画公開

③支援金

④商品・サービス・お礼状等のリターン

クラウドファンディングサイト
②支援

事業を応援したい！
その商品が欲しい！

挑戦者 支援者

新商品を開発したい！

新事業
新商品

クラウドファンディング活用支援補助金を活用しませんか ?
阿見町国際交流協会 会員募集

町内求人情報

会社名 雇用形態 募集期間 
雪印メグミルク株式会社　阿見工場 契約社員 採用者の決定まで
株式会社イッシン 正社員 採用者の決定まで 
社会福祉法人 さくら　 さくら保育園 正職員・臨時職員 採用者の決定まで 
社会福祉法人つつみ会　阿見きらり保育園 正職員・パート 随時 （見学可） 
松浦建設株式会社 正社員 採用者の決定まで 
小守建装株式会社 正社員 採用者の決定まで 
社会福祉法人 美しの森 あみまちの拠点 くら・ら 正社員・パート 随時 
認定こども園ふたば幼稚園 正職員 採用者の決定まで 
理想科学工業株式会社 正社員 採用者の決定まで 
キヤノンモールド株式会社 正社員 採用者の決定まで 
社会福祉法人長寿の森　阿見翔裕園 正職員・契約社員 随時募集中 
社会福祉法人つぼみ会 正職員 随時募集中 
合同会社オールラウンド 正職員・パート 採用者の決定まで
キヤノンセミコンダクターエクィップメント株式会社 正社員 採用者の決定まで
株式会社　吉田石油 正社員・パート 採用者の決定まで

Photo news
で き ご と

4 月 1日、総務省が推進する「地域活
性化起業人制度」を活用し、3 名の「地
域活性化起業人」が着任しました。
着任する 3 名には、（一社）あみ観光
協会および商工観光課にて、民間企業
のノウハウや知見を活かして、観光や
特産品の振興業務に従事いただく予定
です。

地域活性化起業人が着任しました！4月
1日

（写真左）（株）アドネスト 若
わかまつ

松氏
（写真中）千葉町長
（写真右）（株）BeFree 筬

おさじま
島氏、稲

いながき
垣氏

阿見町国際交流協会では、在住外国人の皆さんと地域の皆さんとの交流事業や外国語、
日本語教室等学習の場の提供をしています。今後の活動事業としては、各種の交流会・
語学（外国語、日本語）教室、さわやかフェアへの参加等を計画しています。ぜひ、皆さ
んも会員になりませんか？

申込書（協会窓口・協会ホームページから入手可）を記入し、会費を
添えて申し込む

会　　費会 員 募 集

申込方法

個人・学生会員
賛助会員

一口 1,000 円（中学生以下 500 円）

一口 10,000 円

協会窓口・協会ホームページはこちら▶

https://www.town.ami.lg.jp/0000013464.html
https://www.town.ami.lg.jp/0000000339.html
https://ami-kokusai.com/
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「お知らせ」「募集」「相談」「催し」など
暮らしのお役立ち情報をお届けします。

阿見町役場☎029-888-1111（代表）
〒300-0392阿見町中央一丁目1番 1号

記載のないものは無料・申込み不要

毎月 1 回、日曜日に行政書士による無
料相談会を実施しております。おひと
りで悩まず、どなたでもお気軽にご相
談ください。

▼ 日時　6 月 21 日（ 日 ）13:30 ～
16:30　※ご相談は 1 組 30 分程度

▼場所　実穀ふれあいセンター 2 階　
会議室

▼相談内容　相続、遺言、帰化、外国
人の在留資格、農地転用、許認可関係、
法人設立、権利義務や事実証明に関
する相談、事業の手続きや、暮らし
の手続き等

▼申込方法　平日 9:00 ～ 12:00
　下記に電話で申し込む
問茨城県行政書士会県南支部 
　担当：池田　☎ 090-7216-6219

行政書士無料相談会

カインズの組
くみまち

町構想により毎月実施し
ている保護犬・保護猫の譲渡会です。
場所は屋内なので天候関係なく、お気
軽にお越しください。（無料・申込不要）

▼日時　6 月 21 日（日）11:00～14:00

▼場所　カインズ阿見店 Pet'sOne 
スペース（屋内）

くみまち犬猫譲渡会

あなたや家族が抱えているこころの悩みに
ついて相談できます。秘密は厳守します。

▼日時　6 月 24 日（水）① 13:00 ～
14:00　② 14:30 ～ 15:30

▼場所　総合保健福祉会館「さわやか
センター」

▼担当　精神保健福祉士・町保健師	

▼申込方法　6 月 16 日（火）までに電
話または直接下記に申し込む（予約制）　
※匿名での予約、本人・家族以外の人
や通院している人の相談は不可
問健康づくり課（総合保健福祉会館内）
　☎ 888-2940

6 月こころの健康相談

募　集

催　し

▼期間　７月 18 日～ 11 月 28 日の
土曜日　14 日間（7 月 18 日、25 日、
8 月 8 日、15 日、29 日、9 月 5 日、
12 日、26 日、10 月 3 日、17 日、
24 日、11 月７日、21 日、28 日）

▼レポート提出　４回（全 130 時間）

▼時間　9:00 ～ 17:00（昼休み 1 時
間）　※内容により短縮されます。　

▼場所　茨城県母子寡婦福祉連合会　
ラーク・ハイツ会議室（水戸市）

▼対象　母子家庭の母、父子家庭の父、
寡婦で全日程出席でき、今後就労を
希望する方

▼募集人数　15 ～ 20 人

▼受講料　無料　※テキスト代 7,124
円およびボランティア保険加入代
392 円は自己負担

▼申込期間　６月 30 日（火）　※必着

▼申込方法　茨城県母子寡婦福祉連合

ひとり親家庭等介護職員
初任者研修　受講生

インフレが進行し、お金に関する関心
が高まっています。物価が上がりお金
の価値が下がる可能性はわかっていて
も、何から始めたらいいかわからない
というあなた、新 NISA・iDeCo でこ
れからの暮らしを考えてみませんか。
是非ご参加ください。（無料）

▼ 日時　6 月 27 日（ 土 ）　10:00 ～
11:30

▼場所　中央公民館 2 階 学習室 C

▼講師　内
うちむら

村 しづ子 氏（ファイナンシ
ャルプランナー）

▼募集人員　20 人　

インフレ時代のお金の
守り方・育て方  参加者

会に申込用紙を郵送またはファクシ
ミリで提出

　※申込用紙は阿見町役場こども未来
課の窓口、茨城県母子寡婦福祉連合
会ホームページ（見出し横の二次元
コード）にあります。

▼その他　　
・託児サービスを利用できます。（2 歳

児以上小学生まで）事前に登録が必
要です。

・母子家庭等となって７年未満の方で
前年度の所得が一定以下の方は交通
費の一部が支給されます。

問社会福祉法人 茨城県母子寡婦福祉連
合会 母子・父子福祉センター

　☎ 029-221-8497
■　Fax 029-221-8618

卒業生を含め全 15 作品を発表。コン
テスト受賞作品をはじめ、いろいろな
ジャンルのダンスを披露します。元気
あふれるエネルギッシュな高校生の演
技で、楽しいひと時を過ごしませんか。
ご来場お待ちしています。（入場無料）

▼期日　6 月 14 日（日）

▼時間　開場 13:00　開演 13:30

▼場所　つくば市市民ホールくきざき

▼その他　撮影不可
問霞ヶ浦高等学校チアダンス部　山

やました
下・

金
きんどう

堂　☎ 887-0013

霞ヶ浦高校チアダンス部
第 19 回発表会

霞ヶ浦高等学校吹奏楽部 第 13 回 定期
演奏会をノバホールにて開催します。
お誘いあわせの上、ぜひお越しください !

（入場無料）

▼期日　6 月 13 日（土）　

▼時間　13:30 開場　14:00 開演

▼ 場所　ノバホール（つくば市吾妻
1-10-1）

問霞ヶ浦高等学校　俣
ま た の

野・柏
かしわざき

﨑
　☎ 887-0013

霞ヶ浦高校吹奏楽部
第 13 回 定期演奏会

相　談

▼申込方法　下記の電話・
ファクシミリ・メールまた
は右記二次元コードからお
申し込みください。なお、申し込み
の際は住所・氏名・電話番号をお知
らせください。

問男女共同参画センター
　☎ 896-3181　※月曜・祝日を除く

9:00 ～ 17:00
　E danjokyodosankakucenter@

town.ami.lg.jp

▼対象　保護犬・保護猫の飼養を考えて
いる方、見てみたいくらいの方でも歓
迎です。
問 NPO 法人ニコ猫　☎ 080-3368-0884

https://www.ibaboren.or.jp
https://www.town.ami.lg.jp/0000016215.html
https://apply.e-tumo.jp/town-ami-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=86841
https://www.town.ami.lg.jp/0000001143.html
https://www.hakuzen-miho.com/contact/
https://acllas.co.jp/tayama/cn15/mail.html
https://www.town.ami.lg.jp/0000014433.html
https://www.kasumi.ed.jp
https://www.kasumi.ed.jp


各種 無料相談
▼電話・来所相談　火〜日曜日 9：00 〜 17：00

▼場所　まつうらわくわくパークあみ（あみ子育て支援センター）　
問まつうらわくわくパークあみ　☎ 886-8882

子育て相談

▼日時　月～金曜日　9：00 〜 17：00	

▼場所　図書館となり
問教育相談センター（やすらぎの園）　☎ 888-1225

教育相談

▼日時　水曜日　13：00 〜 16：00

▼弁護士相談　月 1 回　13：00 〜 15：30			 
※弁護士相談は毎週水曜日の心配ごと相談で予約

▼場所　総合保健福祉会館『さわやかセンター』相談室	
問町社会福祉協議会　☎ 887-0084

心配ごと相談

▼日時　月～金曜日　8：30 〜 17：15

▼場所　町社会福祉協議会内
問町基幹相談支援センター　☎ 888-6062

障害者総合相談

▼日時　月〜金曜日　8：30 〜 17：15

▼場所　町社会福祉協議会内
問町地域包括支援センター　☎ 887-8124

高齢者総合相談

▼日時　月・水〜金曜日（火曜日は閉庁）　　
9：00 〜 12：00、13：00 〜 16：45

▼弁護士相談　第 3 水曜日　13：00 〜 16：00　※要予約

▼場所　県土浦合同庁舎
問県南地方交通事故相談所　☎ 823-1123

交通事故相談

▼日時　月〜金曜日　9：00 〜 12：00、13：00 〜 16：00

▼場所　役場 3 階町消費生活センタ−
問町消費生活センタ−　☎ 888-1871

消費者相談

公共機関電話番号
うずら出張所 ☎ 029-841-1167

健康づくり課 ☎ 029-888-2940

おやこ支援課 ☎ 029-888-2943

二区児童館 ☎ 029-843-3282

まつうらわくわくパークあみ ☎ 029-886-8882

霞クリーンセンター ☎ 029-889-0091

上下水道課 ☎ 029-889-5151

町民活動センター ☎ 029-888-2051

男女共同参画センター ☎ 029-896-3181

福祉センターまほろば ☎ 029-887-3969

消費生活センター ☎ 029-888-1871

学校教育課 ☎ 029-888-0220

中央公民館 ☎ 029-888-2526

君原公民館 ☎ 029-889-1363

かすみ公民館 ☎ 029-888-8111

本郷ふれあいセンター ☎ 029-830-5100

舟島ふれあいセンター ☎ 029-840-2761

実穀ふれあいセンター ☎ 029-886-5225

吉原交流センター ☎ 029-889-0277

図書館 ☎ 029-887-6331

予科練平和記念館 ☎ 029-891-3344

総合運動公園 ☎ 029-889-2788

教育相談センター ☎ 029-888-1225

阿見消防署 ☎ 029-887-0119

火災情報案内 ☎ 0297-64-0119

牛久警察署 ☎ 029-871-0110

牛久警察署　阿見地区交番 ☎ 029-888-0110

▼日時　6 月 4 日（木）　10：00 〜 15：00

▼場所　役場 3 階 305 会議室
問人権相談：社会福祉課　☎ 888-1111　

行政相談：総務課　☎ 888-1111

人権・行政相談
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人口と世帯　5 月 1 日現在（常住人口ベース）

総人口 50,931 人（＋161）世帯数 22,926 世帯（＋129）
男性 25,453 人（＋ 80）女性 25,478 人　（＋ 81）

4 月の救急車出動状況

救急車の適正な利用をお願いします

急病 125 件（－　1）一般負傷 24 件（－　6）
交通事故 13 件（＋   3）その他 33 件（－   2）
総出場件数 195 件（－　6） 阿見消防署管内調べ（前月比）　　

https://page.line.me/914esyke?oat_content=url&openQrModal=true
https://twitter.com/TownAmi?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCjapUhPl1wzWPGU6VEM-E7w
https://plus.sugumail.com/usr/ami/home
https://www.town.ami.lg.jp/0000016152.html
https://www.town.ami.lg.jp/0000004562.html



